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○流山市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則 

平成２４年６月２９日 

規則第３３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、流山市空き地の雑草等の除去に関する条例（平成２４年

流山市条例第１８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（指導） 

第２条 条例第４条に規定する指導は、雑草等除去指導書（別記第１号様式）

により行うものとし、履行期限は、指導を発した日から１４日以内とする。 

（勧告） 

第３条 条例第５条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書（別記第２号様式）

により行うものとし、履行期限は、勧告を発した日から１４日以内とする。 

（命令） 

第４条 条例第６条の規定による命令は、雑草等除去命令書（別記第３号様式）

により行うものとし、履行期限は、命令を発した日から１４日以内とする。 

（戒告） 

第５条 行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項に規定する戒

告は、雑草等除去戒告書（別記第４号様式）により行うものとする。 

（代執行令書） 

第６条 行政代執行法第３条第２項の規定による代執行令書は、別記第５号様

式とする。 

（証票） 

第７条 行政代執行法第４条の規定による証票は、代執行責任者証（別記第６

号様式）とする。 

（代執行の費用の徴収） 

第８条 行政代執行法第５条の規定による費用の徴収は、請求書（別記第７号

様式）により行うものとする。 

（立入調査証明書） 

第９条 条例第８条第３項の規定による証明書は、身分証明書（別記第８号様

式）とする。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第６条関係） 

第６号様式（第７条関係） 

第７号様式（第８条関係） 

第８号様式（第９条関係） 

 


